
○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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ኚ᭦ᚋࢆ㯮Ꮠ࡛஧ẁ᭩ࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࡁᵝᘧྑࡢ⫪

 ࠋ࡜ࡇ࠺⾜ࡶ㸧࡝࡞㉥Ꮠ㸸ኚ᭦๓ࠖࠕซ౛⾲♧㸦࡟
࣭ኚ᭦ࠊࡣ⏤⌮ࡢኚ᭦ෆᐜࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡜グධࠋ࡜ࡇࡿࡍ஦ᴗ

ෆᐜࡢኚ᭦ࡓࡌ⏕ࡀ᫬Ⅼ࡛ྲྀࡾ஺ࡿ࠸࡚ࡋࢃ㛤Ⓨ஦ᴗ༠㆟

᭩㸦ͤᵝᘧูࡣ⣬ձࢆཧ⪃࡜ࡇࡢ㸧ࡢኚ᭦㡯┠࡚࡭ࡍࢆグ

ධࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦ḍࡀ㊊࠸࡞ࡾሙྜูࠕࠊࡣ⣬࡜ࠖࡾ࠾࡜ࡢグ

㍕ࠊࡋ᭩㢮㸴ኚ᭦⌮⏤᭩ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸧 
࣭ṇ㸯㒊ᥦฟࠊ࠾࡞ࠋ࡜ࡇࡿࡍ๪ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟チྍ㏻▱᭩ࢆ

సᡂࠊࡋṇ࡟ῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

㸴� ኚ᭦⌮⏤᭩ 
�

㸫 ۑ 㸫 㸫 
 

ࠊఫᡤࡢ⪅ㄳ⏦ࠊ᪥௜ࠊࡋ࡜᭩ᩥࡢ࡚࠶኱ὠᕷ㛗ࡽ࠿⪅ㄳ⏦࣭ ۑ 㸫 ۑ

Ặྡࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦ᢲ༳ࡣ୙せ㸧�

࣭ኚ᭦ෆᐜཬࡧኚ᭦⌮⏤ࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍἲ㸱㸳᮲ࡢ㸰ࡢሙ

㛤ࡿ࠸࡚ࡋࢃ஺ࡾ᫬Ⅼ࡛ྲྀࡓࡌ⏕ࡀኚ᭦ࡢ஦ᴗෆᐜࠊࡣྜ

Ⓨ஦ᴗ༠㆟᭩㸦ͤᵝᘧูࡣ⣬ձࢆཧ⪃࡜ࡇࡢ㸧ࡢኚ᭦㡯┠

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍグධ࡚࡭ࡍࢆ

□ 

 

□ 



○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 

௧࿴㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ᨵṇ������

㒔ᕷィ⏬ἲ㸦㛤Ⓨチྍ㸧ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡢ㸦᭩㢮㸧�  
＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 
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ኚ

᭦ 
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ࡢ
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᦬� � せ 

㺟 
㺈 
㺍 
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㸵� ఩⨨ᅗ�

⦰ᑻ������� ⛬ᗘ 
ᆅࡿ࡞࡜ᶆ┠ࡧ㸧ཬ⛠ྡࡢᕷ㐨ࠊ㐨┴ࠊ㐨㊰㸦ᅜ㐨ࠊ᪉఩࣭ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࢆ≀
࣭᭱᪂ࡢᆅᅗࠋ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ㸦᭱㏆ࡢ㛤Ⓨ஦ᴗࡶ཯ᫎࡇࡿࡍ

 㸧ࠋ࡜
࣭⦰ᑻࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࢆ 
࣭༊ᇦ⏺࡟☜᫂ࢆ㸦ᐇ⥺࡛ኴࡃ㸧⾲♧ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦㛤Ⓨ༊ᇦ㸦㉥

⥺㸧ࠊ㛵㐃༊ᇦ㸦⥳⥺㸧㸧 
࣭㛤Ⓨ༊ᇦෆࢆ╔Ⰽ㸦㯤㸧ࠊ࠾࡞ࠋ࡜ࡇࡿࡍ༊ᇦෆࡢ⌧ἣ⥺

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ๐㝖ࡣ
࣭Ꮿᆅࡸ㐨㊰➼ࡢ༊⏬๭ࢆᐇ⥺㸦㯮㸧࡛⾲♧ࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿࡍ

ணᐃᘓ⠏≀ࡿ࠶ࡀሙྜࠊࡣ࡟◚⥺㸦㯮㸧࡛⾲♧ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

㸶� ศ໬ㄪ᭩�

㸦ᵝᘧ㸱㸶㸧 
 ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࠊሙྜࡿࡍヱᙜ࡟㸫 ࣭ᥦ᱌ᇶ‽㸯 ۑ 㸫 㸫 㸫 㸫 ۑ

࣭㠃✚ࠊࡣᑠᩘ➨㸰఩࡛ࡲグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭⏦ㄳ⪅ࢆ୰ᚰࡓࡋ࡜ᐙ᪘ᵓᡂᅗࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

□ 

□ 

㸷� ጤ௵≧ ۑ ۑ 㸫 ۑ ۑ ۑ ۑ ࣭᪥௜ࢆグධࠊࡋጤ௵⪅ࡢᢲ༳㸦ᐇ༳࡛ྍ࡚ࡃ࡞㸧ࡶࡿ࠶ࡀ

�ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆࡢ

࣭㛤Ⓨ༊ᇦཬࡧ㛵㐃༊ᇦ㸦㛵㐃༊ᇦࡣἲ㸱㸰᮲௨㝆ྍ࡛ࡳࡢ㸧

ࡾ㊊ࡀḍࠊ࠾࡞ࠋ࡜ࡇࡿࡍグධࢆ␒ᆅࡢ࡚࡭ࡍࡿࢀࡲྵ࡟

㸧ࠖࡾ࠾࡜ࡢ㸦ู⣬➹ࠐ࠿࡯ࠕ࡟ᚋࡢ␒௦⾲ᆅࠊࡣሙྜ࠸࡞

�ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆ⣬ูࡋグ㍕࡜

࣭ᵝᘧࡣ௵ពࠊࡀࡿࡍ࡜ጤ௵ෆᐜࠊ࡟ヱᙜࡿࡍᡭ⥆ࡁ㸦஦๓ࠊ

ἲ㸱㸰᮲ࠊἲ㸰㸷᮲࡝࡞㸧᫂ࢆグࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿࡍ஦๓ࡢ

ጤ௵≧ࡣ࡟஦๓༠㆟⤖ᯝሗ࿌᭩ࡢᥦฟࠊ࡛ࡲἲ㸰㸷᮲ࡢጤ

�ࠋ࡜ࡇࡿࡍグ᫂ࢆ࡛ࡲ㡿ཷࡢᕤ஦᳨ᰝ῭ドࡣ࡟≦௵

࣭ጤ௵ࡿࡅཷࢆ᪉ࡢఫᡤࠊẶྡࠊ㐃⤡ඛ㸦㟁ヰ␒ྕࠊ㹄㸿㹖�

␒ྕ㸧ࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ�

࣭஦๓ࠊἲ㸱㸰᮲ࡢ᫬ࠊࡣ෗ࠋࡿࡍ࡜ྍࡶ࡛ࡋἲ㸰㸷᮲ࠊἲ

㸱㸳᮲ࡢ㸰ࡢ᫬ࠊࡣཎᮏࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ�

࣭ἲ㸱㸰᮲ኚ᭦ࠊἲ㸱㸳᮲ࡢ㸰ࡢኚ᭦᫬ࠊࡣኚ᭦࡟㛵ࡿࡍጤ

ኚ࡟ጤ௵ෆᐜࡿࡅ࠾࡟ࡁ⥆ᡭࡢ㸦ᙜึࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜௵

᭦ࡢᡭ⥆ࡀࡁグධࡿ࠸࡚ࢀࡉሙྜࡣῧ௜୙せ㸧 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

���

�

タィ⪅ࡢ㈨᱁ㄪ᭩ 
㸦ᵝᘧ㸯㸱㸧 

㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ࣭௨ୗࡢ࠿ࢀࡎ࠸ࡢሙྜ࡟ῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
ձ㛤Ⓨ༊ᇦࡢ㠃✚ࡀ㸯㹦㹟௨ୖࡢሙྜ�

ղࠕ㧗ࡉ㸳㹫㉸ࡢ᧦ቨࡢタ⨨ࠖཪࠕࡣ┒ᅵ࣭ษᅵࡿࡍࢆᅵᆅ

ࠖ⨨タࡢ᤼Ỉ᪋タࡿࡅ࠾࡟ᅵᆅࡢ㸯㸪㸳㸮㸮㹫�㉸ࡀ✚㠃ࡢ

㸦┒ᅵつไἲ᪋⾜௧➨㸰㸯᮲㸧�

࣭タィ⤒Ṕࡣ┤㏆ࡢ⤒Ṕࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

 

 

 

 

□ 

༞ᴗ㸭㈨᱁චチド᫂᭩ 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ 㒔࣭ィἲ᪋⾜つ๎㸯㸷᮲ཪࡣ┒ᅵつไἲ᪋⾜௧➨㸰㸰᮲࡟ᥖ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆ᭩㢮ࡿࡍド᫂ࢆ㈨᱁ࡿࡆ
□ 

��� ⏦ㄳ⌮⏤᭩ 
㸦ู⣬ࡿ࡞࡜ሙྜ㸧�

ࡇࡿࡍῧ௜࡟ἲ㸰㸷᮲᫬ࠊ஦๓ࠊࡣሙྜࡢ㸫 ࣭ᕷ⾤໬ㄪᩚ༊ᇦ ۑ 㸫 㸫 㸫 㸫 ۑ

 ࠋ࡜
࣭⏦ㄳ⪅ࡽ࠿ᕷ㛗ᩥࡢ࡚࠶᭩ࠊࡋ࡜⏦ㄳ⌮⏤ࠊෆᐜ᫂ࢆグࡍ

�ࠋ࡜ࡇࡿ

࣭⏦ㄳ⪅ࡢఫᡤࠊẶྡࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

 

□ 

 

□ 

��� ⣮த➼࡟㛵ࡿࡍㄋ⣙᭩ 
㸦ᵝᘧ㸳㸧�

㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ࣭᪥௜ࢆグධࠊࡋᢲ༳㸦ᐇ༳࡛ྍ࡚ࡃ࡞㸧ࢆࡢࡶࡿ࠶ࡢῧ௜

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ
࣭タィ⪅ࡣಶே༳ࠋ࡜ࡇࡿࡍ࡜㸦タィ⪅ࡀἲேࡢ௦⾲⪅ࡢሙྜ

 㸧ࠋࡿࡍ࡜ྍࡶ௦⾲༳࡛ࡢἲேࠊࡣ
࣭ᕤ஦┘⌮⪅ࡣಶே༳ࠋ࡜ࡇࡿࡍ࡜㸦ᕤ஦┘⌮⪅ࡀἲேࡢ௦⾲

 㸧ࠋࡿࡍ࡜ྍࡶ௦⾲༳࡛ࡢἲேࠊࡣሙྜࡢ⪅
࣭㛤Ⓨ༊ᇦཬࡧ㛵㐃༊ᇦࡢ࡚࡭ࡍࡿࢀࡲྵ࡟ᆅ␒ࢆグධࡿࡍ

࠿࡯ࠕ࡟ᚋࡢ␒௦⾲ᆅࠊࡣሙྜ࠸࡞ࡾ㊊ࡀḍࠊ࠾࡞ࠋ࡜ࡇ

㸧ࠖࡾ࠾࡜ࡢ㸦ู⣬➹ࠐ  ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆ⣬ูࡋグ㍕࡜
࣭㠃✚ࠊࡣ㛤Ⓨ༊ᇦཬࡧ㛵㐃༊ᇦࢆࢀࡒࢀࡑᑠᩘ➨㸰఩࡛ࡲ

グධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭⏝㏵ཬࡧෆᐜࠊࡣタィㄝ᫂᭩ࠕࡢ㛤Ⓨࡢ┠ⓗࠖࡏࡉྜᩚ࡜

 ࠋ࡜ࡇࡿ
࣭⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡢሙྜࠊࡣ㛤Ⓨ஦

ᴗ⪅ཬࡧᕤ஦᪋⾜⪅ࡢ㐃⤡ඛ㸦㟁ヰ␒ྕ㸧ࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ�

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 



○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 

௧࿴㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ᨵṇ������

㒔ᕷィ⏬ἲ㸦㛤Ⓨチྍ㸧ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡢ㸦᭩㢮㸧�  
＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 
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㺟 
㺈 
㺍 
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��� ἲ㸱㸲᮲ࡢ 
ྛྕㄝ᫂㈨ᩱ 

ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍヱᙜ࡟ྕྛ࡟ሙྜࡴྵࢆᕷ࣭⾤໬ㄪᩚ༊ᇦ ڹ ۑ 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ

ᇶ‽᭩ࡢグ㏙࡟ἢࠋ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡚ࡗ 
࣭ㄝ᫂㈨ᩱࡢḟࡢࢀࡒࢀࡑ࡟᰿ᣐ㈨ᩱࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
� 㸦ఫẸ⚊ࠊఫᒃ㈤㈚ዎ⣙᭩ࠊᅵᆅ኎㈙ዎ⣙᭩➼㸧�

□ 

 

□ 

��� チྍ㏻▱᭩ 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ۑ ࣭㛤Ⓨチྍ㏻▱᭩ࡢ෗ࢆࡋῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦๭ࡾ༳ࡿ࠶ࡢチྍ᮲

 㸧ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࡶ➼⣬ูࠊ௳
࣭㛤Ⓨ஦ᴗ༠㆟᭩ࡿ࠶ࡀሙྜࡢࡑࠊࡣ෗ࢆࡋῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ�

□ 

 

□ 

��� タィㄝ᫂᭩ 
㸦ᵝᘧ㸯㸮㸧�

㸦ᵝᘧ㸯㸮㸫㸯㸧�

�
関連区域がある場合は、 

右肩に（関連区域）とし、

別途作成すること。 

ࡇࡿࡍグධࢆ㏵⏝ࡢ⏝ᅵᆅ฼ࡢ㛤Ⓨᆅ࡟⪄ཧࢆୗグࠊࡣⓗ┠࣭ ۑ ۑ ۑ ۑ 㸫 ۑ ۑ

 㸧ࠋ࡜ࡇࡿࡏࡉྜᩚ࡜グ㍕ෆᐜࡢ➼㸦ྛ⏦ㄳ᭩ࠋ࡜
⏬༊ۑศㆡఫᏯ⏝ᆅࠕͤ ⏬༊ۑᕫᒃఫ⏝ఫᏯ⏝ᆅ⮬ࠕࠊࠖ ඹࠕࠊࠖ

ྠఫᏯ⏝ᆅۑ༊⏬㸦ۑᡞ࣭ۑ㝵ᘓ㸧ࠖࠕࠊᗑ⯒⏝ᆅۑ༊⏬ ࠊࠖ

⏬༊ࠐᕤሙ⏝ᆅࠕ ⏬༊ࠐ㞄᥋ㆡΏᆅࠕࠊࠖ ࠐ㞄᥋㐀ᡂᆅࠕࠊࠖ

༊⏬ ⏬༊ࠐ㏉㑏㎰ᆅ㸧ࡣ㏉㑏Ꮿᆅ㸦ཪࠕࠊࠖ 㥔㌴ሙ⏝ᆅࠕࠊࠖ

⏬༊ࠐ  ࡝࡞ࠖ⏬༊ࠐᮍ฼⏝ᆅࠕࠊࠖ
࣭ᇶᮏ᪉㔪ูࠊࡣ⣬ղグ㍕౛ࢆཧ⪃࡟ձ㐨㊰ィ⏬㸦᥋ࡿࡍ㐨㊰

㸦ᕷ㐨ྡࠊᖜဨ㸧ࠊ᥋⥆ඛ㐨㊰㸦ᕷ㐨ྡࠊᖜဨ㸧ࠊ༊⏬㐨㊰㸦ᖜ

ဨ㸧㸧ࠊղ㐀ᡂィ⏬㸦ษ┒ᅵ㸦㠃✚᭱ࠊ኱㧗ࠊࡉᅵ㔞㸧ࠊ᧦ቨ➼

㸦✀ูࠊ඲㧗ࠊࡉぢ࠼㧗ࠊࡉ௵ព᧦ቨࡢ᭷↓㸧㸧ࠊճ㞵Ỉ᤼Ỉ

ィ⏬ࠊմࣛࣥ࢖ࣛࣇ࢖ィ⏬㸦ୗỈ㐨ࠊỈ㐨ࢫ࢞ࠊ㸧ࠊյබඹ᪋

タ➼ィ⏬㸦බᅬ࣭⥳ᆅࠊᾘ㜵᪋タࡳࡈࠊ㞟✚ᡤࡢࡑ௚බඹ᪋

タ➼㸧ࠊնẸ᭷ᆅィ⏬㸦ఫᏯ࣭ᗑ⯒࣭ᕤሙ⏝ᆅ௨እࠊ࡚࠸ࡘ࡟
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○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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-5 

Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗචチド

 ࣮ࣆࢥࡢ
㸫� 㸫� 㸫� 㸫�㸫ۑ��㸫�࣭⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 

࣭ἲேࡢሙྜࠊࡣᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗචチドࢆ࣮ࣆࢥࡢῧ௜ࡇࡿࡍ

 ࠋ࡜
࣭Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗࡢචチࢆ᭷࠸࡞࠸࡚ࡋሙྜࠊࡣ஦ᴗ࡟క࠺Ꮿ

ᆅࡾྲྀࡢᘬࢆ➼ࡁᏯᘓᴗἲ࡟᢬ゐ࠺⾜࠺ࡼ࠸࡞ࡋ᪨ࢆグࡋ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆ᭩㠃ࡓ

 ڧ
 ڧ
 
 ڧ

19
-6 

஦ᴗ⤒Ṕ᭩ 
㸦⏦ㄳ⪅࡟ಀࡢࡶࡿ㸧 

㸫� 㸫� 㸫� 㸫�㸫ۑ��㸫� ࣭⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 
࣭఍♫ᴫせࠊ஦ᴗෆᐜࠊ஦ᴗᐇ⦼➼ࡿ࠿ࢃࡀ᭩㢮ࢆῧ௜ࡇࡿࡍ

඲య⧊⤌ࠊࡣሙྜࡿ࠶ᨭ㓄ே㸦ᨭᗑ㛗➼㸧࡛ࡀ㸦⏦ㄳேࠋ࡜

 㸧ྍࡶ࡛࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆ᭩㢮ࡢ
࣭ἲ௧➼࡟ᇶ࡙ࢆ࠿ྰ࠿ࡢࡶࡃၥࠊࡎࢃᅵᆅ㛤Ⓨ࡟㛵ࡿࡍලయ

ⓗ࡞஦ᴗᐇ⦼ࢆグ㍕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭㛤Ⓨ஦ᴗཬࡧ┒ᅵつไἲ஦ᴗ㸦ᪧἲ࡟ᇶ࡙ࡃᏯ㐀஦ᴗྵࡴ㸧

஦ᴗつࠊ஦ᴗሙᡤࠊ஦ᴗྡࠊྕ␒チྍࠊࡣሙྜࡿ࠶ࡀ⦼ᐇࡢ

ᶍ㸦㠃✚➼㸧ࠊ஦ᴗᮇ㛫ࢆグ㍕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

 ڧ
 ڧ
 
 
 ڧ
 
 ڧ

20 ᕤ஦᪋⾜⪅ࡢᕤ஦⬟ຊ

ㄪ᭩㸦ᵝᘧ㸯㸳㸧 
㸫� 㸫� 㸫� 㸫�㸫࣭�ڹ�ۑ�⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 

࣭Ꮿᆅ㐀ᡂ➼ᕤ஦ࡢ⤒Ṕࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡣ኱ὠᕷෆ࡛┤㏆ࡢ⤒Ṕࢆ

グධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

 ڧ
 ڧ

20
-1 

Ⓩグ஦㡯ド᫂᭩㸭 
ఫẸ⚊グ㍕஦㡯ド᫂᭩ 
㸦ᕤ஦᪋⾜⪅࡟ಀࡶࡿ

 㸧ࡢ
㸦R7.4 ᪂つ㸧 

㸫� 㸫� 㸫� 㸫�㸫࣭�ڹ�ۑ�⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 
࣭ἲேࡢሙྜࠊࡣⓏグ஦㡯ド᫂᭩ࡢཎᮏ㸦᭱᪂᝟ሗ࡛ࡢࡶࡢチ

ྍ⏦ㄳ᪥๓㸱࢝᭶௨ෆࡢࡶࡢ㸧ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ಶேࡢሙྜࠊࡣఫẸ⚊グ㍕஦㡯ド᫂᭩ࡢཎᮏ㸦᭱᪂᝟ሗࡶࡢ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆ㸧ࡢࡶࡢチྍ⏦ㄳ᪥๓㸱࢝᭶௨ෆ࡛ࡢ

 ڧ
 ڧ
 
 ڧ

20
-2 

ᘓタᴗἲࡿࡼ࡟チྍド

᫂᭩ཪࡣチྍ㏻▱᭩ࡢ

�࣮ࣆࢥ  

㸫� 㸫� 㸫� 㸫�㸫࣭�ڹ�ۑ�⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 
࣭ᘓタᴗࡢ✀㢮ࡀᅵᮌᕤ஦ᴗ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠶☜ㄆ࡛ࡢࡶࡿࡁ 
㸦᭷ຠᮇ㝈ෆࡢࡶࡢ㸧ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

࣭ᘓタᴗࡢチྍࢆ᭷࠸࡞࠸࡚ࡋሙྜࠊࡣᙜヱᕤ஦ࡀ㍍ᚤ࡞ᘓタ

ᕤ஦࡟ヱᙜࢆ࡜ࡇࡿࡍド᫂ࡿࡍ᭩㢮ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

 ڧ
 ڧ
 
 ڧ

20
-3 

஦ᴗ⤒Ṕ᭩ 
㸦ᕤ஦᪋⾜⪅࡟ಀࡶࡿ

 㸧ࡢ
㸦R7.4 ᪂つ㸧 

㸫� 㸫� 㸫� 㸫�㸫࣭�ڹ�ۑ�⮬ᕫᒃఫ⏝ࠊ⮬ᕫᴗົ⏝㸦㸯㹦㹟ᮍ‶㸧ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 
࣭఍♫ᴫせࠊ஦ᴗෆᐜࠊ஦ᴗᐇ⦼➼ࡿ࠿ࢃࡀ᭩㢮ࢆῧ௜ࡇࡿࡍ

 ࠋ࡜
࣭ἲ௧➼࡟ᇶ࡙ࢆ࠿ྰ࠿ࡢࡶࡃၥࠊࡎࢃᅵᆅ㛤Ⓨ࡟㛵ࡿࡍලయ

ⓗ࡞஦ᴗᐇ⦼ࢆグ㍕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭㛤Ⓨ஦ᴗཬࡧ┒ᅵつไἲ஦ᴗ㸦ᪧἲ࡟ᇶ࡙ࡃᏯ㐀஦ᴗྵࡴ㸧

஦ᴗつࠊ஦ᴗሙᡤࠊ஦ᴗྡࠊྕ␒チྍࠊࡣሙྜࡿ࠶ࡀ⦼ᐇࡢ

ᶍ㸦㠃✚➼㸧ࠊ஦ᴗᮇ㛫ࢆグ㍕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

 ڧ
 ڧ
 
 ڧ
 
 ڧ

21 ┦ㄯ᭩㸦ᅇ⟅㸧 ۑ� 㸫� 㸫� 㸫�㸫�㸫�㸫�࣭┦ㄯ᭩ࡢᡭ⥆ࡓࡋࢆࡁሙྜࠊ෗ࢆࡋῧ௜ڧ ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

22 ஦๓༠㆟஦㡯㏻▱᭩ 㸫� 㸫� �ۑ 㸫�㸫�㸫�㸫�࣭஦๓༠㆟஦㡯㏻▱᭩ࡢ෗ࢆࡋῧ௜ڧ ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

23 ஦๓༠㆟஦㡯ฎ⌮୍ぴ

⾲ 
㸦ᵝᘧ㸲㸫㸯㸧 

㸫� 㸫� �ۑ 㸫�㸫�㸫�㸫� ㄢ༠㆟஦ྛࠊࡣグ㍕ෆᐜࡢᥐ⨨஦㡯ࠖḍࠕࡧ௜ຍせ௳ࠖཬࠕ࣭

㡯༠㆟᭩ࠋ࡜ࡇࡿࡏࡉྜᩚ࡜ 
ㄢ༠㆟஦㡯༠㆟᭩ྛࠊࡣ࡟せྰࠖḍࡢἲ➨㸱㸰᮲ྠព༠㆟ࠕ࣭

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍグධࢆࠖྰࠕࡣせࠖཪࠕ࡚ࡏࢃྜ࡟
༠㆟᏶஢☜ㄆ᪥ࠖࠕࡢㄢ༠㆟஦㡯༠㆟᭩ྛࠊࡣ࡟ഛ⪃ࠖḍࠕ࣭

ཬࠕࡧ㛵ಀἲ௧ᡭ⥆ࡁཬࡧ᏶஢᪥ࠊ␒ྕ㸦ヱᙜ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍ

㸧ࠖࡤࢀ  ࠋ࡜ࡇࡿࡍグධࢆ
࣭㛤Ⓨㄪᩚㄢྛࡢㄢ༠㆟஦㡯༠㆟᭩ࡣ୙せࠊࡋ࡜ฎ⌮ෆᐜࢆグ

ධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

 ڧ
 
 ڧ
 
 ڧ
 
 
 ڧ

24 ྛㄢ༠㆟஦㡯༠㆟᭩ 
㸦ᵝᘧ㸲㸧 

㸫� 㸫� �ۑ  ࡢ㸧ࡢࡶࡿ࠶ࡀㄆ༳☜ࡢ➼�㸫�㸫�࣭ྛㄢ༠㆟஦㡯༠㆟᭩㸦㛵ಀㄢ㛗ڹ�ۑ
෗ࢆࡋῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

࣭ἲ㸱㸰᮲ࡣᢸᙜㄢ࡟㛵㐃ࡿࡍᅗ᭩ࡳࡢῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

 ڧ
 
 ڧ

25 ྛㄢ༠㆟஦㡯༠㆟᭩ 
ῧ௜ᅗ᭩ 

㸫� 㸫� 㸫�  ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࡳࡢᅗ᭩ࡿࡍ㛵㐃࡟�㸫�㸫�㸫�࣭ᢸᙜㄢۑ
 

 ڧ

 



○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 

௧࿴㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ᨵṇ������

㒔ᕷィ⏬ἲ㸦㛤Ⓨチྍ㸧ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡢ㸦᭩㢮㸧�  
＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 
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ࡢ
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㺟 
㺈 
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���

�

㛵ಀἲ௧チྍ᭩ 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ڹ ۑ ࣭㛵ಀἲ௧ࡢチㄆྍࡀᚲせ࡞ሙྜࠊࡣ෗ࢆࡋῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ྠ᫬チྍࠊࡣࡢࡶࡿ࡞࡜チྍ⏦ㄳ᭩ࡢ෗ࢆࡋῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

□ 

���

�

ᐁẸቃ⏺☜ᐃ༠㆟᭩ 㸫 㸫 ڹ ۑ ۑ 
 

㸫 
 

㸫 
 

࣭ᐁẸቃ⏺ࡿ࠶ࡀሙྜࠊࡣᐁẸቃ⏺☜ᐃ༠㆟᭩ࡢ෗ࢆࡋῧ௜

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ
࣭ἲ㸱㸰᮲ࡣᢸᙜㄢ࡟㛵㐃ࡿࡍᅗ᭩ࡳࡢῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

 

□ 

��� බᅗ 
 
 
 

 

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࡾ࠾࡜ࡢ௨ୗ࣭ ۑ ۑ ۑ ۑ 㸫 ڹ ۑ
ձ㛤Ⓨ༊ᇦࡣ㉥⥺࡛ᅖࠊ࠸㯤Ⰽ࡛╔Ⰽࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
ղ㛵㐃༊ᇦࠊࡣ⥳⥺࡛ᅖࠊ࠸⥳Ⰽ࡛╔Ⰽࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
ճ㐀ᡂ༠ຊᆅࠊࡣ௵ពⰍ⥺࡛ᅖࠋ࡜ࡇ࠺ 

࣭㔛㐨㸦㐨㸧ࡣ㉥ⰍࠊỈ㊰㸦Ỉ㸧ࡣ㟷Ⰽ࡛╔Ⰽࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࢿ࣓࢞ࡣሙྜࡿ࠶㒊༊ᇦ୍࡛ࡢ➹୍࣭
࣭ἲົᒁⓎ⾜༳ࡿ࠶ࡢཎᮏ㸦᭱᪂᝟ሗ࡛ࡢࡶࡢ⏦ㄳ᪥๓㸱࢝

᭶௨ෆࡢࡶࡢ㸧ࢆῧ௜ࠊࡋࡔࡓࠋ࡜ࡇࡿࡍἲ㸰㸷᮲ࠊ㸱㸳

᮲ࡢ㸰௨እࠊࡣⓏグ᝟ሗᥦ౪ྲྀ࡛ࢫࣅ࣮ࢧᚓࡿ࠶ࡢࡶࡓࡋ

 ࠋࡿࡍ࡜ྍ࡛ࡋ෗ࡣ࠸
࣭㛤Ⓨ༊ᇦࡢᩘ「ࡀබᅗࡿࡀࡓࡲ࡟ሙྜࡣබᅗྜࢆᡂࠊࡋ᪉

఩ࠊㄪᰝἲົᒁྡࠊ᪥௜ࠊㄪᰝ⪅ࡢẶྡࢆグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ

⤖ࢆ᥋ྜⅬ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀ⨨᥋ྜ఩ࡢබᅗ࠺ྜࡾ㞄ࠊࡓࡲ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࢆ㸧⥺ࡏࢃྜࡂ⧄ຓ⥺㸦⿵ࡪ
࣭ᆅ␒ࢼ࢝ࢱ࢝ࡀ⾲グࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ሙྜࠊࡣᆅ␒ྡࢆᘬࡁฟ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࡋ
࣭⌧ἣᖹ㠃ᅗ࠿ࡿ࠸࡚ࡋྜᩚ࡜☜ㄆࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ἲ㸱㸰᮲ኚ᭦ࠊἲ㸱㸳᮲ࡢ㸰ࡢሙྜࠊࡣኚ᭦ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀῧ

௜ࠕ࡟⫪ྑࠊࡋኚ᭦ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲࡜ࠖࡋ࡞ 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

□ 

���

�

඲㒊஦㡯ド᫂᭩ 
㸦ᅵᆅཬࡧᘓ≀㸧 

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜࡟ሙྜࡢᕷ⾤໬ㄪᩚ༊ᇦࡀ㛤Ⓨ༊ᇦࠊࡣ஦๓࣭ ڹ ۑ ڹ ۑ 㸫 ڹ ۑ
࣭ἲົᒁⓎ⾜༳ࡿ࠶ࡢཎᮏ㸦᭱᪂᝟ሗ࡛ࡢࡶࡢ⏦ㄳ᪥๓㸱࢝

᭶௨ෆࡢࡶࡢ㸧ࢆῧ௜ࠊࡋࡔࡓࠋ࡜ࡇࡿࡍἲ㸰㸷᮲ࠊ㸱㸳

᮲ࡢ㸰௨እࠊࡣⓏグ᝟ሗᥦ౪ྲྀ࡛ࢫࣅ࣮ࢧᚓࡿ࠶ࡢࡶࡓࡋ

 ࠋࡿࡍ࡜ྍ࡛ࡋ෗ࡣ࠸

□ 

□ 

���

�

㛤Ⓨ༊ᇦෆᶒ฼⪅ 
୍ぴ⾲ 
㸦ᵝᘧ㸯㸴㸧 
 
㛵㐃༊ᇦࡿ࠶ࡀሙྜࠊࡣ

ࠊࡋ࡜㸦㛵㐃༊ᇦ㸧࡟⫪ྑ

ู㏵సᡂࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

ࡍグධࠊㄪᰝࡃ࡞ࢀࡶࡶᶒ฼ࡿࡍ㛵࡟≀ᘓࡃ࡞࡛ࡅࡔᅵᆅ࣭ ۑ ۑ ۑ ۑ 㸫 ڹ ۑ

 ࠋ࡜ࡇࡿ
࣭ᡤ᭷⪅ཬࡧ᢬ᙜᶒ⪅➼㸦எ༊㸧ࡶグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ྠពࡢ᭷↓ࢆグධࠊࡋࡔࡓࠋ࡜ࡇࡿࡍ⏦ㄳ⪅ࡀᶒ฼⪅ࡢሙ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍグධ࡜ㄳேࠖ⏦ࠕࠊࡣྜ
࣭ඹ᭷ྡ⩏ࠊࡣ඲ᶒ฼⪅ࡢࡑ࡜ᣢࡕศࢆ᦬せḍ࡟グධࡇࡿࡍ

 ࠋ࡜
୍࣭㒊༊ᇦࡢሙྜࠊࡣ᦬せḍࡢࡑ࡟᪨グධࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭⌧ἣᖹ㠃ᅗ࠿ࡿ࠸࡚ࡋྜᩚ࡜☜ㄆࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ἲ㸱㸰᮲ኚ᭦ࠊἲ㸱㸳᮲ࡢ㸰ࡢሙྜࠊࡣኚ᭦ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀῧ

௜ࠕ࡟⫪ྑࠊࡋኚ᭦ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲࡜ࠖࡋ࡞ 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

���

�

㛤Ⓨ⾜Ⅽ᪋⾜ྠព᭩ 
㸦ᵝᘧ㸯㸵㸧 
 
㛵㐃༊ᇦࡿ࠶ࡀሙྜࠊࡣ 
 ࠊࡋ࡜㸦㛵㐃༊ᇦ㸧࡟⫪ྑ
ู㏵సᡂࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ࣭ྠពࡢ᪥௜ࢆධࠋ࡜ࡇࡿࢀ㸦ᶒ฼⪅ࡀグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸧 
࣭ᢲ༳ཬࡧᮏே☜ㄆ᭩㢮➼ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦ྠព᭩࡟ᚲせ࡜

 㸧ࠋ࡜ࡇࡢ↷ཧࢆ⣬ճูࡣ➼ᮏே☜ㄆ᭩㢮ࡿ࡞
࣭⏦ㄳ⪅௨እࡢ඲࡚ࡢᶒ฼⪅ྠࡢព᭩ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦᢬ᙜ

ᶒࡸᆅᙺᶒࠊᆅୖᶒ➼ࠊᡤ᭷ᶒ௨እࡢᶒ฼⪅ྠࡢព᭩ࡶᚲ

せ࡟࡜ࡇ࡞␃ពࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸧 
࣭㛤Ⓨ⾜Ⅽ᪋⾜ྠព᭩࡟グ㍕ࡢఫᡤ࡜඲㒊஦㡯ド᫂᭩࡟グ㍕

ࡿࡍῧ௜ࢆ᭩㢮ࡿࡍドࢆࡾࡀ⧄ࠊࡣሙྜࡿࡍ㐪┦ࡀఫᡤࡢ

 ࠋ࡜ࡇ
࣭ἲ㸱㸳᮲ࡢ㸰ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ἲ㸰㸷᮲チྍ⏦ㄳ᫬ࡽ࠿ᶒ฼⪅ࡀ

ኚ᭦ࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠊࡣኚ᭦チྍ⏦ㄳ᫬ࡢᶒ฼⪅ྠࡢព᭩࡜

ᮏே☜ㄆ᭩㢮➼ࢆῧ௜ࠊࡋࡔࡓࠋ࡜ࡇࡿࡍ⏦ㄳ⪅ࡀᅵᆅࡢ

ᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࠊࡋᙜヱᅵᆅ࡟ಀࡿ᢬ᙜᶒཪࡣ᰿᢬ᙜᶒࡢമົ

㔠⼥ᶵ㛵➼බࡿ࡞࡜➼⪅᢬ᙜᶒࠊࡣሙྜࡿ࡞࡜⪅ㄳ⏦ࡀ⪅

ⓗᶵ㛵ྠࡢព᭩ࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 



○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 

௧࿴㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ᨵṇ������

㒔ᕷィ⏬ἲ㸦㛤Ⓨチྍ㸧ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡢ㸦᭩㢮㸧�  
＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 
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⤖

ᯝ�
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᮲�

ኚ

᭦�
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᮲�
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᮲�

ࡢ

㸰�

᦬� � せ 

㺟 
㺈 
㺍 
㺖 

��� ฼ᐖ㛵ಀே➼୍ぴ⾲ 
㸦ᵝᘧ㸯㸴㸧 

㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ࣭௨ୗࡢ฼ᐖ㛵ಀே➼ࡿ࠸ࡀሙྜ࡟ῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦᭩ᘧࠊࡣ

ᵝᘧ㸯㸴ࡢ⾲㢟ࠕࢆ฼ᐖ㛵ಀே➼୍ぴ⾲ࠖ࡟᭩࡚ࡋ┤ࡁ౑

 㸧ࠋ࡜ࡇࡿࡍ⏝
ձබඹ᪋タ➼ࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶ࢆᅵᆅᨵⰋ༊ࠊ㈈⏘༊➼ 
ղ㛤Ⓨ༊ᇦࡢ᤼Ỉࡿࡅཷࢆᅵᆅࡢᶒ฼⪅➼㸦᤼Ỉྠព㸧 
ճ㐀ᡂ༠ຊᆅࡢᶒ฼⪅➼ 
մࡢࡑ௚ࡢ฼ᐖ㛵ಀே➼ 

࣭㐀ᡂ༠ຊᆅࡢᶒ฼⪅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⌧ἣᖹ㠃ᅗ࠸࡚ࡋྜᩚ࡜

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ
࣭ἲ㸱㸳᮲ࡢ㸰ࡢሙྜࠊࡣኚ᭦ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀῧ௜ࠊྑࡋ ኚࠕ࡟⫪

᭦ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲࡜ࠖࡋ࡞ 

□ 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

���

�

฼ᐖ㛵ಀே➼ྠព᭩ 㸫 㸫 㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ࣭ྠពࡢ᪥௜ࢆධࠋ࡜ࡇࡿࢀ㸦ᶒ฼⪅ࡀグධࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸧 
࣭ᢲ༳ཬࡧᮏே☜ㄆ᭩㢮➼ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦ྠព᭩࡟ᚲせ࡜

 㸧ࠋ࡜ࡇࡢ↷ཧࢆ⣬ճูࡣ➼ᮏே☜ㄆ᭩㢮ࡿ࡞
࣭ᵝᘧࡣ௵ពྠࠊࡀࡿࡍ࡜ព⪅ࡢᢲ༳➼࠿࡯ࡢᅵᆅࡢᡤᅾࠊ

ྠពࢆồࡿࡵෆᐜࢆグ㍕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㸦ཧ⪃ᵝᘧู࡚ࡋ࡜⣬մ

 㸧ࠋࡍ♧ࢆ

□ 

□ 

 

□ 

���

�

�

�

஦๓࿘▱⤖ᯝሗ࿌᭩ 
㸦ᵝᘧ㸰㸧 
㸭 
ㄝ᫂఍ᐇ᪋ཧຍ⪅ྡ⡙ 
㸦ᵝᘧ㸰㸫㸯㸧 
㸭 
஦๓࿘▱⤖ᯝሗ࿌᭩࡟㛵

 ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡿࡍ
 
࠙ḟ㡫ࠚࡃ⥆࡬ 

㸫 㸫 ڹ ۑ ۑ 㸫 㸫 ࣭ሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆ⨫ྡࢆồࠕࡿࡵ࿘㎶ఫẸ➼ࡢ௦⾲⪅ࠖࠊࡣ㛤

Ⓨ༊ᇦࡀᒓࡿࡍ㐃ྜ఍ཬࡧ⮬἞఍ࡢ௦⾲⪅୪࡟ࡧ㛤Ⓨ༊ᇦ

ᒓࡀᆅᇦࡢ㐨㊰ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟㐨㊰ࡢᖜဨ㸴㸬㸳㹫௨ୖࡽ࠿

➼ఫẸࡢヱᙜᆅᇦࡿࡼ࡟⪅ㄳ⏦ࠊࡋ࡜⪅⾲௦ࡢ἞఍⮬ࡿࡍ

⾲௦ࢆෆᐜࡧㄝ᫂≧ἣཬࡢࡑࠊ࡟ࡕࡢࡓࡋ᏶஢ࡀㄝ᫂ࡢ࡬

ࡽࡶ࡚ࡋグධࢆࣥ࢖ࢧࡧ᪥௜ཬ࡛ୖࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋㄆ☜࡟⪅

ㄝࡾ࠿ࡗࡋࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣព࡛ྠࠊࡾ࠶㸦ෆᐜ☜ㄆ࡛ࠋ࡜ࡇ࠺

࿘㎶ࠕࠊࡣሙྜࡢᕫᒃఫ⏝ఫᏯ⮬ࡀ≀ணᐃᘓ⠏ࠋ࡜ࡇࡿࡍ᫂

ఫẸ➼ࡢ௦⾲⪅ࠖࡢ☜ㄆ⨫ྡࡣ୙せࠋࡿࡍ࡜㸧 
࣭ᙜヱ஦ᴗ࡛࿘▱ࡀᚲせࡿ࡞࡜⠊ᅖ㸦㛤Ⓨ༊ᇦቃ⏺ࡽ࠿㸰㸮

㹫ࡢ⠊ᅖ㸩㛤Ⓨ༊ᇦࡽ࠿㸴㸬㸳㹫௨ୖࡢ㐨㊰ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟

㐨㊰ࡢ㞄᥋ᆅ㸧ࡓࡋ♧ࢆ఩⨨ᅗ㸦ᑐ㇟⪅୍ぴ⾲ࠊ㆟஦㘓࡜

㸧ࡢࡶࡓࡋ♧⾲ࢆ➼ྕ␒ࡸẶྡࡢ⪅㇟ᑐࠊ࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋྜ↷

ཬࡢࡑࡧᑐ㇟⪅୍ࡢぴ⾲ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭࿘▱᪉ἲࢆỴᐃࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍᆅᇦఫẸࡢ௦⾲⪅➼ࡢ࡜༠㆟

㘓ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ᚲせ࡟ᛂ࡚ࡌ㏆㞄ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯࠊᗂ⛶ᅬࠊಖ⫱ᅬࡸ㎰ᴗ㛵

ಀ⪅➼࡬ㄝ᫂ࠋ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ 
࣭ᕤ஦㌴୧ࡢ㏻⾜࣮ࣝࢺཬࡧ஺㏻Ᏻ඲ᑐ⟇ࡓࡋ♧ࢆ఩⨨ᅗ 
㸦Ᏻ඲ᑐ⟇ᅗ㸧ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ఫẸ⌮ゎࡀ༑ศ࡛࠸࡞ሙྜࠊࡣㄝ᫂ࢆ㔜ࠋ࡜ࡇࡿࡡ 
࣭ᆅᇦఫẸࡢ࡬࿘▱ࡀ୙༑ศ࡛ࡿࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠶ሙྜ࡟࡝࡞

ࡿࡵດ࡟▱࿘࡞୎ᑀࠊࡋ⏝ేࢆㄝ᫂᪉ἲࡢᩘ「ࠊࡣ࡚࠸࠾

 ࠋ࡜ࡇ
࣭ᑐ㇟⪅ࠕࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡀ➼ࢀ₃ࡢ஦๓࿘▱⤖ᯝሗ࿌᭩࡟㛵ࡿࡍ

ࢆࡢࡶࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆ┠㡯ྛࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳ

ῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࠙ㄝ᫂఍ࡢሙྜࠚ 
࣭ḟࡢ᭩㢮ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
�  ఩ࡿ࠿ࢃࡀ࿘▱⠊ᅖࡢㄝ᫂఍㛤ദࡧ㸧ㄝ᫂఍᱌ෆᩥ᭩ཬ࢔

⨨ᅗ➼ 
�  ࣮ࣆࢥࡢ㸧ㄝ᫂఍ཧຍ⪅ྡ⡙࢖
� ࢘㸧ㄝ᫂఍㓄ᕸ㈨ᩱ 
� ࢚㸧ㄝ᫂఍ࡢ༠㆟㘓㸦㛤ദ᪥᫬ࠊሙᡤࠊᕤ஦୺ഃࡢฟᖍ⪅ࠊ

ཧຍ⪅ពぢཬ࡟ࢀࡑࡧᑐࡿࡍᅇ⟅➼᫂ࡀグࡶࡓࢀࡉ

 㸧ࡢ
 
࠙ḟ㡫ࠚࡃ⥆࡬ 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

㒔ᕷィ⏬ἲ㸦㛤Ⓨチྍ㸧ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡢ㸦᭩㢮㸧�  



○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 

௧࿴㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥ᨵṇ������

＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 

␒ 
ྕ ᅗ� � ᭩� � ྡ ஦�

๓�

஦

๓

ኚ

᭦�

஦

๓

⤖

ᯝ�

� ��

᮲�

� ��

᮲�

ኚ

᭦�

� ��

᮲�

� ��

᮲�

ࡢ

㸰�

᦬� � せ 
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஦๓࿘▱⤖ᯝሗ࿌᭩ 
㸦ᵝᘧ㸰㸧 
㸭 
ㄝ᫂఍ᐇ᪋ཧຍ⪅ྡ⡙ 
㸦ᵝᘧ㸰㸫㸯㸧 
㸭 
஦๓࿘▱⤖ᯝሗ࿌᭩࡟㛵

 ࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳࡿࡍ

㸫 㸫 ڹ ۑ ۑ 㸫 㸫 ࠙᭩㠃㓄ᕸࡢሙྜࠚ 
࣭ḟࡢ᭩㢮ࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
� ୍ࡢᆅᇦఫẸࡓࡋ㓄ᕸࡧ఩⨨ᅗ➼ཬࡿ࠿ࢃࡀ㸧㓄ᕸ⠊ᅖ࢔

ぴ⾲㸦఩⨨ᅗཬ୍ࡧぴ⾲ࡢఫẸࢆ➼ྕ␒࡟௜ࠊࡋᑐ㇟

 㸧ࡢࡶࡿࡁㄆ࡛☜ࡀ
�  㸧㓄ᕸ㈨ᩱ࢖
� ࢘㸧㓄ᕸࡓࡗ⾜ࢆグ㘓㸦㓄ᕸ᪥᫬ࠊ㓄ᕸ⪅ࠊ㓄ᕸ≧ἣ㸦ᡭ

Ώࠊ࣏ࡋ ᑐ࡟ࢀࡑࡧពぢཬࡢᆅᇦఫẸࠊ㸧࡝࡞ᢞภࢺࢫ

 㸧ࡢࡶࡓࢀࡉグ᫂ࡀ➼⟆ᅇࡿࡍ
� ͤ┤᥋༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆཎ๎ࠊࡀࡿࡍ࡜␃Ᏺࡢሙྜ

ࡍグධࢆゼၥ᪥ࡢ඲࡚ࠊࡵດ࡟࠺ࡼࡿࡍᅇゼၥᩘ「ࠊࡣ

 ࠋ࡜ࡇࡿ

 

 

□ 

 

 

□ 

□ 

 

���

�

Ỉ⌮ィ⟬᭩ 
༊

ᇦ

ෆ 

 ࠋ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⟭Ỉ⌮ィࡢ༊ᇦෆ࣭ ڹ ۑ ڹ ۑ 㸫 ڹ ۑ
࣭ཎ๎ࠊὶฟಀᩘࡣ㸮㸬㸷ࢆ౑⏝ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭Ỉ㊰ࡢ᤼Ỉ໙㓄ࠊࡣ㸮㸬㸳㸣௨ୖࢆ☜ಖࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭㞵Ỉ᤼Ỉィ⏬ᖹ㠃ᅗࡢ⦰ᑠᅗࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

□ 

□ 

□ 

༊

ᇦ

እ 

㸫 㸫 㸫 ڹ ۑ ڹ ۑ ࣭㛤Ⓨ༊ᇦእࡢ㸯㸮㸮ಸ⛬ᗘࡢὶᇦ࡛ࡢὶᮎࡢỈ⌮ィ⟬ࢆ⾜

 ࠋ࡜ࡇ࠺
࣭኱ὠᕷ㛤Ⓨチྍไᗘ࡟㛵ࡿࡍᇶ‽➨㸶❶㸫Ϩ㸫㸳㞵Ỉ᤼Ỉ

᪋タ࡟ᚑࠊ࠸ᡤせࡢ㈨ᩱࢆῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 
࣭ἲ㸱㸰᮲ࡣᢸᙜㄢ࡟㛵㐃ࡿࡍᅗ᭩ࡳࡢῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

 

□ 

 

□ 

���

�

ᨺὶඛ⤒㊰ᅗ 
⦰ᑻ 1/㸸2,500 ⛬ᗘ 

ࢃࡀ㊰⤒ࡿ⮳࡟୺せἙᕝࡽ࠿㊰ᅗ㸦㛤Ⓨ༊ᇦ⤒ࡢ㞵Ỉ᤼Ỉ࣭ ڹ ۑ ڹ ۑ 㸫 ڹ ۑ

ྍࡶ࡚ࡋ⏝౑ࢆ㸦఩⨨ᅗࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࡋసᡂࢆ㸧ࡢࡶࡿ࠿

 㸧ࠋࡿࡍ࡜
࣭ἲ㸱㸰᮲ࡣᢸᙜㄢ࡟㛵㐃ࡿࡍᅗ᭩ࡳࡢῧ௜ࠋ࡜ࡇࡿࡍ 

□ 

 

 

□ 

��� ➼ㄪᩚụࠊ⁁ᅵ␃ഃࠊᓴ㠃ᔂቯ㜵Ṇ᪋タࠊ஧ḟ〇ရ㸦᧦ቨ࣭ ڹ ۑ ڹ ۑ 㸫 㸫 㸫 ࢢࣟࢱ࢝

୺せᵓ㐀≀㸧ࡢࢢࣟࢱ࢝ࡣ෗ࢆࡋῧ௜ࠊࡋヱᙜ⟠ᡤࢆ╔Ⰽ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲
⏝౑ࢆቨ➼࡛኱⮧ㄆᐃရ᧦✚ࢡࢵࣟࣈࠊቨ᧦ࢺࢫࣕ࢟ࣞࣉ࣭

〇㐀ᕤሙࡧᏯ㐀ㄆᐃドཬࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢢࣟࢱ࢝ࠊࡣሙྜࡿࡍ

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍῧ௜ࢆࡋ෗ࡢㄆドド᫂᭩ࡢ
࣭᧦ቨࡢ⫼㠃᤼Ỉᕤ࡟㏱Ỉ࣐ࢆࢺࢵ᥇⏝ࡿࡍሙྜࠊࡣ᧦ቨ⏝
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○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 
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□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 
 

ὀ㸯� �⾲୰ࠕࠊ஦๓ࠖ��� �஦๓༠㆟ࠊࡣ��

� � �஦๓༠㆟⤖ᯝሗ࿌᭩ࠊࡣ��஦๓⤖ᯝࠖࠕ

� � � � � � �༠㆟ࡃᇶ࡙࡟㒔ᕷィ⏬ἲ➨㸱㸰᮲ࠊࡣ����㸱㸰᮲ࠖࠕ

�チྍ⏦ㄳࡃᇶ࡙࡟㒔ᕷィ⏬ἲ➨㸰㸷᮲ࠊࡣ����㸰㸷᮲ࠖࠕ

� � � � � � � � �ኚ᭦チྍ⏦ㄳࡃᇶ࡙࡟㸰ࡢ㒔ᕷィ⏬ἲ➨㸱㸳᮲ࠊࡣ㸰ࠖࡢ㸱㸳᮲ࠕ

ὀ㸰� � ኚ᭦ࡢሙྜ� � �  
� � � � � � � ࣭ኚ᭦๓ᚋࡀ㸯ᯛ࡛⾲♧࡛ࡿࡁሙྜ 

ኚ᭦๓� ㉥Ⰽࠕ  ࠊࠖ
ኚ᭦ᚋ� �㯮Ⰽࠖࠕ  ࠋࡿࡍ♧⾲ซ౛ࡶ࡟⫪ྑࡢᵝᘧࠊࡋ࡜♧⾲ࡁ㸰ẁ᭩ࡢ

� � � � � � � ࣭ኚ᭦๓ᚋࡀ㸰ᯛ࡛ࡿ࡞࡜♧⾲ࡢሙྜ 
ኚ᭦๓� �㉥Ⰽࠖࠕ ኚ᭦๓ࠕ࡟⫪ୖྑ  ࠊࠖ
ኚ᭦ᚋ� �㯮Ⰽࠖࠕ  ࠋࡿࡍグ⾲࡜ኚ᭦ᚋࠖࠕ࡟⫪ୖྑ



○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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＊32条は「事前結果」の提出後、32条変更は「開発協議書」の提出後に開発調整課の承諾を得て各施設管理者に直接提出すること 
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○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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○印は、必要（「場合によって必要」を含む）  －印は、不要 

△印は、計画変更で当初から変更又は新規追加があった場合に必要 
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開発事業協議書（参考様式）           別紙① 
 
 

開 発 事 業 協 議 書 
 

 発 議 者  □大津市 □申請者  発議年月日  令和  年(  年)  月  日 

 発議事項  □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ） 

 許可番号  申請者  

 （内容） 

 

 

 

（変更理由） 

 

 

 

 

 

添付書類 

 処 

 理 

 

 ・ 

 

 回 

 答 

 大

津

市 

 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 

               □その他（ ） 

                   令和  年(  年)  月  日 

 申

請

者 

 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 

               □その他（ ） 

                   令和  年(  年)  月  日 

 

別記様式ア 



令和８年 4 月 1 日改正 

設計説明書_基本方針_記載例            別紙② 

 
※下記を参考に計画実態に合わせて記載すること 
 
開発区域  
①道路計画について 
 ・接する道路は、市道■●●●●号線（有効幅員 W=〇ｍ～〇ｍ）であり、開発基準にある有 

効幅員〇ｍ以上となるよう拡幅します。（又は、有効幅員〇ｍ以上の基準を満たします。） 
 ・当該開発地に至る接続先道路は、付近の幹線道路である国道●号から市道▼■■■■号線、 

市道■●●●●号線であり、すべての区間において開発基準にある有効幅員〇ｍ以上が確保 
されています。（※必要に応じて道路台帳図又は現地計測写真を添付すること） 

 ・区画道路は、開発基準にある有効幅員〇ｍで市道■●●●●号線から市道●◆◆◆◆号線を
結ぶ計画とします。（２方向接道パターン） 

 ・区画道路は、開発基準にある有効幅員〇ｍで市道■●●●●号線から開発区域北側の隣接地
（農地）へ突き抜け形状で計画します。また、道路延長が交差点から４０ｍを超えるため、
先端に転回広場を計画します。（隣接地突き抜けパターン） 

 ・区画道路は、開発基準にある有効幅員〇ｍで市道■●●●●号線から配置し、開発区域隣接
地に接続できる道路及び農地等の空閑地がないため、行き止まり形状で計画します。また、
道路延長が交差点から４０ｍを超えるため、先端に転回広場及び有効幅員２ｍの避難通路を
計画します。避難通路の接続先は里道となりますが、歩行者の通行が可能であり、里道を経
由して市道●■■■■号線まで避難が可能です。（行き止まり道路パターン） 

 ・開発地への進入については、市道■●●●●号線から１箇所（W=〇ｍ）を計画しています。
（区画道路を計画しない一団地開発パターン） 

②造成計画について 
 ・接する道路高に合わせた宅地高となるよう造成を計画しており、造成内容は以下のとおりで

す。 
造成面積 A=○㎡（切土部 A=○㎡、盛土部 A=○㎡） 
造成高さ 最大切土高 H=〇ｍ、最大盛土高 H=〇ｍ 
造成土量 切土量 V＝〇㎥、盛土量 V=〇㎥ 

 ・宅地盤と隣接地に高低差が生じる箇所に以下のとおり擁壁を設置します。 
   区域北側 重力式擁壁 全高 H＝〇ｍ～〇ｍ、見え高 h＝〇ｍ～〇ｍ（一部任意擁壁あり） 
   区域西側 L 型擁壁  全高 H＝〇ｍ～〇ｍ、見え高 h＝〇ｍ～〇ｍ 
③雨水排水計画について 
 ・区域内の雨水排水は、区域内に新設する道路側溝（又は雨水調整池）を介して、市道■●●

●●号線に排水します。 
④ライフライン（下水道、水道、ガス）計画について 
 ・下水道は市道■●●●●号線内にある本管に接続し排水します。 
 ・水道、ガスは市道■●●●●号線内にある本管から供給を受けます。 
⑤公園、緑地について、 
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・区域中央部に開発区域面積の●％にあたる面積 A=●ｍ2 の公園を整備します。 
・緑地については、自主管理緑地として開発区域面積の●％にあたる A=●ｍ2 の植栽を計画し 

ます。（共同住宅、商業用地、工業用地等パターン） 
⑥消防施設について 

・消火栓を１箇所設置します。（標識用地面積 A=●ｍ2） 
・耐震性貯水槽を１箇所設置します。（用地面積 A=●ｍ2） 

⑦ごみ集積所について 
・ごみ集積所を●箇所（A=●ｍ2）設置します。（基準値 A=●ｍ2） 
・ごみ処理については、民間事業者に委託し処理します。 

⑧民有地計画について 
（※住宅・店舗・工場用地以外の用地について、その用地毎に利用目的や管理者等を記載） 

 ・隣接譲渡地…宅地を目的に造成した敷地を隣接所有者に譲渡します。（管理は隣地所有者） 
・隣接造成地…宅地造成に伴い隣接地の一部敷地を造成します。完成後は宅地として利用され

ます。（管理は隣地所有者） 
 ・返還宅地（又は返還農地）…造成地を開発区域内の権利者に返還します（管理は返還者） 
⑨駐車場数及び駐輪場数について 

・駐車場台数及び駐輪場台数は、それぞれ●台、●台を計画しています。台数は計画戸数以上
を確保しています。（又は、●●●●の基準に準拠した台数となります。） 

⑩造成協力地について（※箇所毎に内容を記載） 
 ・造成協力地①…隣接地境界部にくぼ地ができるために盛土を行います。 
 ・造成協力地②…隣接地境界部を開発地と擦り付けるために切土を行います。 
⑪環境保全について ※開発区域の面積が 5000ｍ2 以上の場合に記載 
 ア）工事中における騒音、振動、粉塵対策 
  ・仮囲い及び防護ネットを設置し、騒音、粉塵対策を行います。また、建設機械は低騒音、 

低振動の機種を使用します。 
 イ）工事中における水質汚濁対策 

 ・沈砂池及び素掘り水路を設置し、開発区域外に濁水が流出することを防止します。 
ウ）工事中における道路交通対策 
 ・工事車両の通行は、午前●時から午後●時までとします。 

・交通誘導員を配置し、歩行者に対して安全誘導を行います。 
・当該事業区域は通学路に接しており、登下校の時間帯については工事車両の抑制を行いま 

す。 
エ）動植物の生態状況 
 ・※当該事業区域に固有又は希少な動植物の生態が確認される場合にその旨を記載すること。 
   また、生態に重大な影響を及ぼさないように配慮する事項を記載すること。 
オ）樹木と表土の保全 
 ・※当該事業区域に都市計画法施行令第 28 条の 2 第１号に規定の規模を有する樹木又は表

土が存する場合にその旨を記載すること。また、樹木の保存及び表土の保全のために実
施する対策を記載すること。 
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開連区域 

関連区域について（※箇所毎に内容を記載） 
 ・関連区域１…市道■●●●●号線の下水道、水道、ガス管の接続のための工事及び舗装復旧 
 ・関連区域２…里道への水路設置及び土間コンクリートの施工 
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同意書に必要となる本人確認書類等            別紙③  

 

書類 31：開発行為施行同意書 

 ①権利者が所有権を有する者（全部事項証明書の甲区記載の権利者）  
（個人） 例１）実印＋印鑑登録証明（原本。同意日から前後１カ月以内のもの。） 
     例２）認印＋個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）のコピー又は運転免許証 
        のコピーなどの氏名、住所、顔写真がわかるもの 
（法人） 例１）実印＋印鑑登録証明（原本。同意日から前後１カ月以内のもの。） 
 

 ②権利者が所有権以外の権利を有する者（全部事項証明書の乙区記載の権利者） 
（個人） 例１）認印＋個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）のコピー又は運転免許証 
        のコピーなどの氏名、住所、顔写真がわかるもの 

  （法人） 例１）法人・組織名が確認できる代表者印 
       例２）法人・組織名が確認できない代表者印等＋印鑑登録証明（原本。同意日か

ら前後１カ月以内のもの。）などの代表者印等が法人・組織の公的な印であ
ることがわかる書類 

 

書類 33：利害関係人等同意書  

「公共施設等を管理している土地改良区、財産区等」、「開発区域の排水を受ける土地の 
権利者等（排水同意）」、「造成協力地の権利者等」など 
（個人） 例１）認印＋個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）のコピー又は運転免許証 
        のコピーなどの氏名、住所、顔写真がわかるもの 

  （法人） 例１）法人・組織名が確認できる代表者印 
       例２）法人・組織名が確認できない代表者印等＋印鑑登録証明（原本。同意日か

ら前後１カ月以内のもの。）などの代表者印等が法人・組織の公的な印であ
ることがわかる書類 

  
 

※認印について、氏名が署名である場合には、認印を省略することができる。 
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利害関係人等同意書（参考様式）             別紙④ 

 

 

利 害 関 係 人 等 同 意 書 
 

   年   月   日 

開発行為をしようとするものの 

住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 

 

 

                様 

                         住   所 

氏  名                ㊞   

 

 

  私が権利を有する次の物件について、都市計画法の規定による開発行為に伴う以下の行為を行うこ

とに同意します。 

    

（行為） 

・造成協力地として開発区域との境界部に盛土（又は切土）を行う。 

  ・開発区域内の雨水を私所有の水路に排水する。 

 

物件の種類 所 在 地 及 び 地 番 面 積 権 利 の 種 別 摘 要 

          

  

同意を求める 
内容を記載する 
こと 
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造成計画断面図に表示する特記事項            別紙⑤ 

 
※現場状況及び計画に応じて該当する項目を記載のこと 
 

施工上の留意事項 
 ・有害な沈下を防ぐため、盛土工の着手前に次のことに留意すること。 
  １．樹木の根・雑草、既設構造物等がある場合は除去及び処分について適切な処理を行うこと。 
  ２．現地調査、土質調査等によって原地盤の把握を行い、軟弱地盤対策や湧水等による排水対策    

が必要な場合は、事業者もしくは設計者に報告のうえ、対策工を検討すること。 
  ・盛土材料は、良質土（砂質土以上）とし、次のことに留意すること。 
   １．一回の敷均しを概ね０．３ｍ以下に設定し、均等かつ所定の厚さ以内に敷均すこと。 
   ２．盛土材料、工法等に応じた適切な締め固めを行うこと。 
  ・現況地盤面から深さ０．３ｍまでの表土は、剥ぎ取り又は改良を行うこと。 
  ・既存擁壁の水抜穴部が盛土により埋まる場合は、吸い出し防止材や透水材（ＲＣ等）により、閉   

塞しない処理を行うこと。 
  ・現況地盤面の勾配が１５°（１：４．０）以上の傾斜地盤上に盛土を行う場合には、盛土の滑動    

及び沈下が生じないように原地盤の表面土を十分に除去するとともに、段切りを行うこと。 
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擁壁構造図に表示する特記事項            別紙⑥ 

 
※現場状況及び計画に応じて該当する項目を記載のこと 
 

擁壁全般 

①「擁壁基礎地盤の地耐力をスクリューウエイト貫入試験（必要地耐力が 120KN／ｍ2 超の場合
は平板載荷試験）等で確認すること。確認の結果、地耐力が確保できておらず地盤改良が必要
となる場合には、事前に改良工法、改良範囲、改良材配合量（六価クロム溶出確認含む）等を
検討し設計者と協議すること。また、改良体の強度は一軸圧縮試験により確認し、供試体の採
取状況は工事写真で記録すること。（詳細は「地盤改良工のチェックリスト」を参照）」 

②「擁壁背面及び擁壁基礎地盤の土（材料が変わる場合には材料毎）において三軸圧縮試験等を
行い、内部摩擦角、摩擦係数及び裏込土の単位体積重量が設計条件を満たしているかを確認す
ること。また、土の採取状況は工事写真として記録すること。」 

 

現場打ち鉄筋コンクリート擁壁 

①「鉄筋の重ね継手長及び定着長は、主鉄筋においては鉄筋の直径の４０倍以上とし、配力鉄筋
においては鉄筋の直径の３５倍以上とすること。ただし、配筋を複鉄筋にする場合は、圧縮
側主鉄筋においては鉄筋の直径の３５倍以上とすることができる。また、フック長は、鉄筋
直径の１５倍以上とすること。」 

②「鉄筋組立の施工にあたっては、擁壁規格毎に断面本数、ピッチ、かぶり、定着長、重ね継ぎ手
長、鉄筋径（ロールマーク）を適切に管理し、工事写真として記録すること。特に隅角部に
ついては、配筋状況及び定着長等が確認できるよう、遠景・近景及び計測写真等を記録して
おくこと。」 

③「スペーサーについては、本体コンクリートと同等程度以上の品質を有するモルタル製または
コンクリート製を用いること（縦壁、底版共）。底版上面鉄筋を支える組立筋についても底面
側にはスペーサー等を使用するなどし、組立筋が直接、基礎コンクリートに接することが無
いよう施工すること。」 

④「擁壁縦壁の施工にあたって擁壁底版の上面に浮き止め筋を設置した場合は、擁壁の埋め戻し
前に浮き止め筋をコンクリート表面で切断し、切断箇所に防錆材の塗布、モルタル等による
穴埋め等の防錆処理を行うこと。また、その状況を工事写真で記録しておくこと。」 

⑤「見え高が 2.0m を超える区間の現場打ち鉄筋コンクリート擁壁は、市による中間検査が必要と
なることから、事前に設計者と協議すること。なお、中間検査は鉄筋組立完了時に、基礎（地
盤改良がある場合は改良を含む）及び鉄筋組立の施工状況等を現地及び書類（自主検査報告
書、施工写真、品質試験結果報告書等）で確認を受けるものであり、必要となる書類等を事
前に整理しておくこと。」 
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プレキャスト L 型擁壁 

①「水抜穴は擁壁前面地盤に埋没しない位置に配置し、加工は工場で行うこと。」 
②「吊金具等の穴埋めはモルタル等で適切に行うこと。」 
③「製品の連結部には土砂等の流出を防止するため、擁壁背面継目縦方向全面に吸出防止材等を

設置すること。」 
 

隅角部補強図（現場打ち鉄筋コンクリート擁壁の場合） 

①「鉄筋の重ね継手長は、鉄筋の直径の３５倍以上とすること。」 
②「隅角部における擁壁本体の配力鉄筋（ダブル鉄筋の場合は、擁壁前面側配力鉄筋）の重ね継

手は隅部をはさむ二等辺三角形の部分には設けないこと。また、隅角部補強鉄筋の重ね継手
部より２５d 以上離した位置に設けること。」  

③「隅角補強鉄筋は、重ね継手とせずに、１本もので加工すること。」 
④「補強部の配筋（ピッチ）は、一般部の擁壁の主筋及び配力筋に準じて配筋すること。」 


